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国　税／�平成28年分所得税の確定申告
� 2月16日～3月15日

� （還付申告は申告期間前でも受け付けられます）
国　税／�贈与税の申告� 2月1日～3月15日
国　税／�1月分源泉所得税の納付� 2月10日
国　税／�12月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 2月28日
国　税／�6月決算法人の中間申告� 2月28日
国　税／�3月、6月、9月決算法人の消費税等の中間申告

（年3回の場合）� 2月28日
国　税／�決算期の定めのない人格なき社団等の法人

税の確定申告及び納付� 2月28日
地方税／�固定資産税（都市計画税）の第4期分の納付

� 市町村の条例で定める日

2 2017（平成29年）

国税の口座振替の領収証書送付取り止め　国税庁では、国税を口座振替で納付した納
税者への金融機関からの領収証書の送付を本年１月から取り止めています。現在は送付
に代えて、ｅ-Ｔaxで申告している納税者はｅ-Ｔaxホームページで振替納税結果が確認で
き、書面による証明が必要な場合は、税務署で口座振替がされた旨の証明をしています。

ワン
ポイント

梅

◆  2 月 の 税 務 と 労 務 2月 （如月）FEBRUARY

11日・建国記念の日

日 月 火 水 木 金 土

	・	

	 5	

12	

19	

26	

	・	

	 6	

13	

20	

27	

	・	

	 7	

14	

21	

28	

	1	

	8	

15	

22	

	・	

	 2	

	9	

16	

23	

	・	

	 3	

10	

17	

24	

	・	

	 4	

11	

18	

25	

	・



２月号─2

　

今
回
は
、
長
期
休
暇
や
修
学
時
間

外
を
利
用
し
て
ア
ル
バ
イ
ト
を
す
る

高
校
生
や
大
学
生
の
労
働
条
件
確
保

に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま
す
。

　

労
働
者
の
契
約
期
間
や
労
働
時
間

の
長
短
に
関
わ
ら
ず
、
採
用
側
が
留

意
し
て
お
き
た
い
点
が
あ
り
ま
す
の

で
、
募
集
活
動
を
行
う
前
に
、
準
備

す
る
も
の
や
採
用
後
の
実
施
事
項
を

確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

一
　
ア
ル
バ
イ
ト
の
実
態

　

ま
ず
は
、
高
校
生
や
大
学
生
を
対

象
と
し
た
直
近
の
意
識
等
調
査
結
果

（
厚
生
労
働
省
）
を
基
に
、
ア
ル
バ
イ

ト
を
す
る
学
生
の
実
態
を
見
て
い
く

こ
と
と
し
ま
す
。

㈠
　
業
種

　

経
験
し
た
ア
ル
バ
イ
ト
と
し
て
多

い
業
種
は
次
の
と
お
り
で
す
。

①　

大
学
生

・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア（
一
六
％
）

・
学
習
塾（
個
別
指
導
）（
一
五
％
）

・
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
（
一一
％
）

・
居
酒
屋
（
一
一
％
）

②　

高
校
生

・
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト（
二
三
％
）

・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア（
一
五
％
）

・
チ
ェ
ー
ン
の
飲
食
店
（
七
％
）

・
そ
の
他
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
や
ド

ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
等
（
六
％
）

㈡
　
労
働
条
件
明
示

　

労
働
者
を
雇
い
入
れ
た
と
き
は
、

労
働
時
間
、
賃
金
等
の
一
定
事
項
を

書
面
交
付
に
よ
り
明
示
す
る
こ
と
が

義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
（
労
働
基

準
法
）。

　

学
生
ア
ル
バ
イ
ト
に
対
す
る
労
働

条
件
明
示
の
実
態
は
、
大
学
生
お
よ

び
高
校
生
の
い
ず
れ
も
「
労
働
条
件

通
知
書
等
を
交
付
さ
れ
て
い
な
い
」

と
す
る
回
答
が
六
割
、「
口
頭
で
も

具
体
的
な
説
明
を
受
け
た
記
憶
が
な

い
」
と
す
る
回
答
に
つ
い
て
は
二
割

弱
で
し
た
。

㈢
　
ト
ラ
ブ
ル

　

大
学
生
で
は
六
割
、
高
校
生
で
は

三
割
が
、
労
働
条
件
等
で
何
ら
か
の

ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ
た
と
回
答
し
ま
し

た
（
注　

高
校
生
調
査
で
は
三
割
が

未
回
答
）。

　

ト
ラ
ブ
ル
で
は
、
勤
務
シ
フ
ト
に

関
す
る
も
の
が
最
も
多
く
、
賃
金
の

不
払
い
、
満
十
八
歳
未
満
に
禁
止
さ

れ
て
い
る
深
夜
業
や
休
日
労
働
、
休

憩
時
間
を
確
保
し
て
い
な
い
と
い
っ

た
法
律
違
反
の
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

も
あ
り
ま
す
。

二
　
労
働
条
件
の
確
保

　

労
働
基
準
法
で
定
め
ら
れ
た
労
働

条
件
等
に
は
、
健
康
及
び
福
祉
の
確

保
等
の
観
点
か
ら
、
一
定
年
齢
に
満

た
な
い
者
を
雇
う
と
き
に
限
り
適
用

さ
れ
る
も
の
も
あ
り
ま
す
の
で
、
年

齢
に
応
じ
た
適
正
な
運
用
を
し
て
い

き
ま
し
ょ
う
。

　

な
お
、
満
十
五
歳
に
達
し
た
日
以

後
最
初
の
三
月
三
十
一
日
が
終
了
す

る
ま
で
の
児
童
を
使
用
す
る
こ
と
は
、

原
則
と
し
て
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
定
条
件
を
満
た
す
と
き
に
限
り
認

め
ら
れ
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
児
童
の

労
働
に
つ
い
て
は
割
愛
し
ま
す
。

①　

労
働
契
約
の
締
結

　
　

労
働
契
約
は
、
二
十
歳
未
満
の

者
（
以
下
「
未
成
年
者
」）
で
あ
っ

て
も
本
人
と
結
ば
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
親
権
者
や
代
理
人
が
未
成
年

者
に
代
わ
っ
て
締
結
し
て
は
な
ら

な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　

ま
た
、
未
成
年
者
は
独
立
し
て

賃
金
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
、

親
権
者
ま
た
は
後
見
人
は
未
成
年

者
の
賃
金
を
代
わ
っ
て
受
け
取
っ

て
は
な
り
ま
せ
ん
。

②　

労
働
条
件
の
明
示

　
　

労
働
条
件
の
う
ち
、
次
の
事
項

は
書
面
の
交
付
に
よ
り
明
示
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

・
契
約
期
間
に
関
す
る
こ
と

・
期
間
の
定
め
が
あ
る
契
約
を
更

新
す
る
場
合
の
基
準

・
就
業
場
所
、
従
事
す
る
業
務

・
始
業
、
終
業
時
刻

・
休
憩
、
休
日

・
賃
金
（
決
定
方
法
、
支
払
時
期

な
ど
）

・
退
職
に
関
す
る
こ
と
（
解
雇
の

事
由
を
含
む
）

　
　

短
時
間
労
働
者
の
場
合
は
、
前

記
事
項
に
加
え
次
の
事
項
も
文
書

で
明
示
し
ま
す
。

・
昇
給
の
有
無

・
退
職
手
当
の
有
無

・
賞
与
の
有
無

・
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る

事
項
に
係
る
相
談
窓
口

※
厚
生
労
働
省
や
都
道
府
県
労
働

局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
労
働
条

件
通
知
の
モ
デ
ル
様
式
が
公
開

さ
れ
て
い
ま
す
。

学
生
ア
ル
バ
イ
ト

の

労
働
条
件
確
保
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③　

賃
金

　
　

賃
金
支
払
い
の
五
原
則
と
し
て

次
の
も
の
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す

（
労
働
基
準
法
）。

・
通
貨
で
支
払
う

・
直
接
労
働
者
に
支
払
う

・
全
額
を
支
払
う

・
毎
月
一
回
以
上
支
払
う

・
一
定
の
期
日
に
支
払
う

　
　

ま
た
、
地
域
・
産
業
別
に
定
め

ら
れ
た
最
低
賃
金
に
も
注
意
を
要

し
ま
す
。
労
働
者
の
同
意
が
あ
っ

て
も
最
低
賃
金
額
を
下
回
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。

④　

労
働
時
間
、
休
日

イ　

原
則

　
　

十
八
歳
未
満
の
者
（
以
下
「
年

少
者
」）
は
、
法
定
時
間
外
及
び

法
定
休
日
の
労
働
が
認
め
ら
れ
て

お
ら
ず
、
一
日
八
時
間
、
一
週
四
〇

時
間
の
範
囲
内
で
使
用
し
ま
す
。

　
　

深
夜
の
時
間
帯
（
午
後
十
時
か

ら
午
前
五
時
）
に
つ
い
て
も
原
則

と
し
て
労
働
さ
せ
て
は
な
り
ま
せ

ん
。

ロ　

例
外

　
　

年
少
者
で
あ
っ
て
も
次
の
労
働

は
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

・
非
常
災
害
等
の
と
き
に
時
間
外
、

休
日
労
働
（
例　

天
災
等
に
よ

り
被
害
を
受
け
た
た
め
早
期
復

旧
の
作
業
を
行
わ
せ
る
等
）
を

さ
せ
る
。

・
週
四
〇
時
間
を
超
え
な
い
範
囲

内
で
、
一
週
の
う
ち
一
日
を
四

時
間
以
内
に
短
縮
し
た
場
合
、

他
の
日
を
一
〇
時
間
ま
で
延
長

し
て
使
用
す
る
。

・
一
週
四
八
時
間
、
一
日
八
時
間

を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
一
か

月
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
、

一
年
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制

の
下
で
使
用
す
る
。

　
　

勤
務
シ
フ
ト
変
更
な
ど
労
働
日

や
労
働
時
間
の
変
更
に
関
す
る
ト

ラ
ブ
ル
が
多
い
（
前
述
の
調
査
よ

り
）
た
め
、
や
む
を
得
ず
変
更
を

行
う
場
合
は
で
き
る
限
り
時
間
的

な
余
裕
を
も
っ
て
通
知
を
し
、
同

意
を
得
な
が
ら
実
施
し
て
い
く
こ

と
や
、
試
験
期
間
中
な
ど
学
業
に

時
間
を
割
く
必
要
が
あ
る
と
き
は
、

シ
フ
ト
設
定
に
あ
た
り
本
人
の
意

向
も
確
認
し
た
上
で
決
定
す
る
等

の
配
慮
が
あ
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
　

な
お
、
会
社
側
の
都
合
で
労
働

時
間
の
全
部
又
は
一
部
を
休
業
さ

せ
た
場
合
に
は
、
使
用
者
は
平
均

賃
金
の
六
割
以
上
の
休
業
手
当
を

支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
に

も
注
意
を
要
し
ま
す
。

⑤　

休
憩

　
　

休
憩
時
間
は
、
労
働
時
間
の
長

さ
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
　

六
時
間
を
超
え
る
場
合
は
少
な

く
と
も
四
十
五
分
、
八
時
間
を
超

え
る
場
合
は
少
な
く
と
も
一
時
間

の
休
憩
を
労
働
時
間
の
途
中
に
与

え
ま
す
。

⑥　

年
次
有
給
休
暇

　
　

ア
ル
バ
イ
ト
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム

労
働
者
に
つ
い
て
も
雇
い
入
れ
か

ら
の
継
続
勤
務
年
数
に
応
じ
た
付

与
を
し
ま
す
（
例　

六
か
月
勤
務

し
た
と
き
に
一
〇
労
働
日
）。

　
　

週
所
定
労
働
時
間
が
三
〇
時
間

に
満
た
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
所

定
労
働
日
数
に
応
じ
た
付
与
を
す

る
制
度
（
比
例
付
与
と
言
い
ま
す
）

が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
週
所
定

労
働
日
数
四
日
の
労
働
者
が
、
六

か
月
継
続
勤
務
を
し
た
と
き
の
付

与
日
数
は
、
七
日
と
さ
れ
て
い
ま

す
。

⑦　

年
齢
証
明
書

　
　

年
少
者
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、

年
齢
証
明
書
（
住
民
票
記
載
事
項

証
明
書
な
ど
）
を
事
業
場
に
備
え

付
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

⑧　

危
険
有
害
業
務
等

　
　

年
少
者
は
肉
体
的
、
精
神
的
に

未
熟
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
危
険
有

害
業
務
や
坑
内
で
就
業
さ
せ
る
こ

と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
　

危
険
有
害
業
務
の
例
と
し
て
次

の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

・
重
量
物
（
三
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
以

上
）
を
取
扱
う
業
務

・
有
害
ガ
ス
の
発
散
す
る
場
所
に

お
け
る
業
務

・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
所
作
業

（
墜
落
の
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
）

⑨　

帰
郷
旅
費

　
　

年
少
者
が
解
雇
の
日
か
ら
一
四

日
以
内
に
帰
郷
す
る
場
合
は
、
原

則
と
し
て
必
要
な
旅
費
を
負
担
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

三
　
労
働
・
社
会
保
険

　

ア
ル
バ
イ
ト
も
労
災
保
険
の
対
象

労
働
者
と
な
り
ま
す
。

　

雇
用
保
険
や
社
会
保
険
は
、
一
定

要
件
を
満
た
し
た
と
き
に
加
入
し
ま

す
が
、
雇
用
保
険
お
よ
び
社
会
保
険

の
一
定
事
業
所
に
は
昼
間
学
生
を
適

用
除
外
と
す
る
定
め
が
あ
り
ま
す
。

加
入
対
象
者
の
範
囲
に
つ
い
て
は
行

政
機
関
等
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。



２月号─4

　「介護離職防止支援助成金」は、平成28
年10月に「介護支援取組助成金」から移行
して設けられました。
　介護離職の予防及び仕事と介護の両立支
援を推進し、労働者の雇用の安定につなげ
ることを意図した助成金です。
１．取組
　次の取組を行い、所定の要件を満たした
事業主が支給対象となります。
・仕事と介護の両立支援のための職場環境
整備（※）。

・実際に介護に直面した労働者の「介護支
援プラン」の作成・導入。

・介護支援プランに沿って労働者の円滑な
介護休業を取得・職場復帰させる、また
は仕事と介護の両立のための介護制度を
利用させる。

※　仕事と介護の両立のための職場環境整
備は、①から④の全ての取組を行うこと

が必要です。
①　従業員の仕事と介護の両立に関する
実態把握（社内アンケートの実施）
②　制度設計・見直し（介護休業関係制
度に係る就業規則の整備）
③　介護に直面する前の従業員への支援
（人事労務担当者等による研修の実施
及び介護休業関係制度の周知）
④　介護に直面した従業員への支援（相
談窓口の設置及び周知）

２．支給額
　支給額は、労働者が利用した制度により
異なります。
・介護休業…60万円（大企業40万円）
・介護制度…30万円（大企業20万円）
　介護制度とは、所定外労働の制限制度、
時差出勤制度、深夜業の制限制度が該当し
ます。
　助成金の詳細や支給申請の問い合わせ窓
口は、最寄りの都道府県労働局雇用環境・
均等部（室）です。

　個人型確定拠出年金「愛称iDeCo（イデ
コ）」は、公的年金に上乗せして給付を受
ける私的年金のひとつで、掛金を定めて事
業主や加入者が拠出し、加入者自らが運用
して、掛金とその運用益との合計額をもと
に給付額が決定されるものです。
　平成29年１月から、国民年金第３号被
保険者「専業主婦（夫）等」、公務員を含め、
基本的に60歳未満のすべての方が利用で
きるようになりました。
　次の優遇措置があります。
・掛金が全額所得控除される。
・運用益は非課税。
・受給時の税制優遇措置がある。
　運用は加入者自身が行う、中途での引出
しに制限がある、口座管理手数料を要する
といった留意点があります。
　制度詳細は国民年金基金連合会のホーム
ページ等でご確認ください。

　
全
国
の
事
業
所
の
社
会
保
険
（
厚

生
年
金
保
険
・
健
康
保
険
）
の
加
入

状
況
が
簡
単
に
確
認
で
き
る
よ
う
、

日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上

に
「
厚
生
年
金
保
険
・
健
康
保
険
適

用
事
業
所
検
索
シ
ス
テ
ム
」
が
昨
年

開
設
さ
れ
ま
し
た
。

　
検
索
シ
ス
テ
ム
で
は
、「
事
業
所

名
称
」
や
「
事
業
所
所
在
地
」、「
法

人
番
号
」
を
入
力
す
る
こ
と
で
、
条

件
に
該
当
す
る
社
会
保
険
に
加
入
し

て
い
る
事
業
所
（
適
用
事
業
所
）
お

よ
び
直
近
二
十
四
か
月
以
内
に
社
会

保
険
か
ら
脱
退
し
た
事
業
所
（
全
喪

事
業
所
）
の
情
報
を
、
一
覧
で
閲
覧

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
労
働
保
険
も
同
様
の
サ
ー
ビ
ス
が

あ
り
、
こ
ち
ら
は
厚
生
労
働
省
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
「
労
働
保
険
適
用

事
業
場
検
索
」
が
設
け
ら
れ
て
い
ま

す
。

介護離職防止支援助成金

個人型確定拠出年金の
　　　　　　　加入範囲拡大適

用
事
業
所
検
索
シ
ス
テ
ム
（
厚
生
年
金
保
険・健
康
保
険
）


